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令和５年 第１回十勝圏複合事務組合教育委員会会議 

 

１．令和５年１月 31 日 火曜日 13 時 ～ 13 時 55 分 

  十勝圏複合事務組合教育委員会会議を帯広市役所８階 教育委員会室に招集する。 

 

２．本日の出席委員 

教 育 長  広 瀬 容 孝 

教育委員     荻 原   正 

教育委員     武 田 芳 秋 

教育委員  菅 原 康 博 

 

３．本日の議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 議案第１号 十勝教育研修センター第 19 期事業計画について 

日程第３ 報告第１号 十勝教育研修センター令和４年度及び第 18 期研修講座 

            受講状況について 

日程第４ 報告第２号 令和５年度帯広高等看護学院入学試験応募状況について 

日程第５  その他(１) 

日程第６  議案第２号 令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予算に 

ついて【非公開】  

日程第７  その他(２) 帯広高等看護学院における個別施設計画（長寿命化） 

策定に向けた今後の対応について【非公開】 
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広瀬教育長  ただ今から、令和５年第１回十勝圏複合事務組合教育委員会会議

を開会いたします。 

        加賀委員から欠席の届け出を受けているため、出席者は４名であ

ります。 

会議は成立しております。 

 ここで諸般の報告をいたします。 

        （事務局 報告）  

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。  

会議録署名委員は武田委員及び菅原委員を指名いたします。  

  日程第２、議案第１号、十勝教育研修センター第 19 期事業計画に

ついてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

服部 部長  議案第１号、十勝教育研修センター第 19 期事業計画につきまして

ご説明いたします。議案書１ページからとなります。本計画並びに

事業実施計画については、これまでの実績を踏まえ、管内の教育関

係者を対象としたアンケート調査結果などをもとに素案を作成し、

各市町村の学校教育主管課長会議、当センター指導員会議、事業推

進委員会での協議を行ったほか、昨年 10 月 25 日に開催された教育

委員会会議におきましても、策定状況について説明し、ご意見を伺

ったところであります。その後、講師を依頼する十勝教育局を始め、

十勝・帯広の教育関係機関・団体からいただいたご意見を踏まえて、

修正を行い、改めて指導員会議等での協議を経て、本日提案させて

いただくものです。前回の教育委員会会議で説明した内容と重複す

る点はございますが、議案書３ページからの第 19 期事業計画につい

てご説明いたします。なお、第 18 期からの変更点につきましては、

下線を付しております。 

  最初に、１の「目的」、２の「基本方針」、３の「事業計画の内容」

における変更点につきましては、いずれも国の次期教育振興基本計

画改定等に伴う、十勝圏複合事務組合教育大綱の見直し、新学習指

導要領、今日的な教育動向などを勘案した内容となっております。

大きな変更点としては、３ページ下段の３の（５）になりますが、

令和４年８月 31 日に国が策定したガイドラインをもとにした、教職

員の資質向上に関する５つの指標を加えたことであります。次に４

ページ、４の「事業推進の方法」、５の「開設講座」で示しておりま

すが、運営上における第 18 期との主な変更点は、１つ目として、課

業日においては、半日講座を設定することができる。２つ目として、

１日単位の講座を半日単位の２回に分けて設定することができる。

３つ目として、教科別講座において、小中連携をテーマとして合同

で講座を開設することができる。４つ目、総定員数を 700 名から 74

0 名とする。であります。 
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  続いて、議案書５ページをご覧ください。第 18 期と第 19 期の講

座一覧を比較したものであります。網掛けの部分が主な変更点とな

ります。第 18 期の講座区分は、「実技講座」、「演習・交流講座」、「特

設講座」でしたが、「実技講座」でも、講義や演習を取り入れている

ことが現状のため、第 19 期では、「教科別講座」、「領域別講座」、「特

設講座」の三区分といたしました。第 18 期事業計画では 40 の講座

を３年間固定して開設しておりましたが、第 19 期事業計画では、喫

緊の教育課題にも応えることが可能な講座構成とし、合計 45 講座を

開設します。 

  次に議案書の９ページをご覧ください。事業実施計画に掲載する

研修講座一覧であります。第 19 期では受講者に、より講座内容をわ

かりやすく伝えるために、研修形態として「講義」「実技」「演習」

「協議」の区分項目を設けました。 

  議案書 11ページから 18ページまでが、研修講座ごとの研修目的、

研修内容、定員、講師数を示してものです。第 19 期では、新たに事

業計画で明記した教職員の資質向上に係る５つの指標欄を設け、該

当項目を丸印で示したところであります。最終ページ、18 ページに

は説明を記載させていただきました。以上説明してまいりました、

本事業計画案につきましては、承認を得た後、関係機関団体、各学

校等に配付し、周知を図ります。説明は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

荻原 委員   ４ページの４、４、事業推進の方法の２行目辺りに、管内の教職

員総数の８割が受講できる定員数を設定するということですけれど、

管内の教職員の総数はわかりますか。 

大場 所長  ３年間の教職員総数を 8,298 名と捉えて、３で割ると１年間の教

職員数と考えております。 

荻原 委員  ３年間で 8,298 名を想定した人数の８割が受講できるということ

でよろしいですか。 

大場 所長  ８割の先生方が３年間で１回受講するということで 740 名を計上

しました。 

荻原 委員  740 名の受講というのは、8,298 名の３分の１になるのか、数字が

よくわからないのですが。 

大場 所長  仮に教職員の数が 3 千だとします。その８割は 2,400 名で、その

教職員が３年に１回受講するということで、800 名ということにな

ります。 

服部 部長  ３年間で 8,298 名ですから、単年度で 2,766 名になり、2,766 名

が３年間に１回受講できるということなので、年間 740 名の３年分

ということで 2,220 回分を想定した３か年計画を作っており、740

×３の 2,220 回が単年度の 2,766 名の 80％に相当するということで

ございます。 
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荻原 委員  昨年も言ったかもしれませんが、この８割という数字は、理由は

何かあるのでしょうか。 

大場 所長  昭和 62 年からセンターの原則的なことで、この数字を押さえてお

ります。３年で必ず教職員が研修を受講するということが、学校現

場として、多忙化というのは言い訳になるかもしれませんけれど、

該当する教職員がその年受講できるかというと、いくら３年に１回

でも、実際には学校を空けられないということを勘案して、そのう

ちの８割という考え方と捉えております。 

荻原 委員  過去の実績を検討してきた中で８割に抑えたとしたということで

しょうか。私としては８割ではなく、全員が受けられる体制が良い

と思ったのですが、８割に抑えた理由があったのかと思ってお聞き

しました。 

大場 所長  過去、受講定員を 700 名 688 名とか、そういう数字で抑えてきて

おります。先ほど申し上げた計算式で出した数字となっております。

昭和 62 年からずっと３年間８割の先生が３年間で一巡するという

考え方は崩していません。今回もそういう形で 740 名と出しました

けれど、実は 18 期でもう 740 名に近い数値でしたが、東京オリンピ

ックが開催されるということで、私どもの研修は夏休みと冬休みで、

特に夏休みが主になっており、東京オリンピックの開催年だと、恐

らく参加者は厳しいだろうということで 740 名にしたかったのでし

ょうけれど、700 名に収めたと聞いております。今回 740 名にした

のは、先ほど申し上げた数字の根拠をもとにすると、747 名程度に

なるものですから、その原則を崩さないということで、740 名にし

ました。 

広瀬教育長  他になければ、質疑を終結いたします。 

  議案第１号、十勝教育研修センター第 19 期事業計画については、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、議案第１号は決定されました。 

  日程第３、報告第１号、十勝教育研修センター令和４年度及び第

18 期研修講座受講状況についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

大場 所長  報告第１号、十勝教育研修センター令和４年度及び第 18 期研修講

座受講状況につきましてご報告いたします。議案書は 27 ページから

です。29 ページをご覧ください。令和４年度に開講した 40 講座の

開催日や受講者数、受講率などを示したものです。29 ページの下段

右側にありますように、今年度の受講定員に対する全体の受講率は

128.57％です。前年度比 11.26 ポイント減ではありますが、昨年度

から定員超えの高い数値を示しております。受講率が 100％以上の

講座は、24 講座あり、特に「音楽（小学校）」、「国語（小学校）」、「算
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数」、「生活科」、「性教育」、「学校における食育」、「民間・地域に学

ぶ仕事術」は定員の２倍を超える盛況ぶりでした。一方、受講率が

50％以下の講座は２講座ありましたが、いずれも直前のコロナ感染

による欠席による結果であります。 

  次に 30 ページ、第 18 期（令和２～４年度）３ヵ年の受講率です

が、受講率が 100％以上の講座は 28 講座、50％以下の講座はありま

せんでした。３ヵ年の受講定員に対する受講率は 120.81％で、第 1

7 期の 111.14％と比べて 9.67 ポイント上昇しました。 

  31 ページに進みまして、年度別受講状況についてですが、追加申

込みを含めた年度当初の決定者数は、受講者定員 700 名に対して、

令和３年度では 1,045 名、令和４年度では 999 名と、過去の数値と

比べると、この２年間の伸びは顕著となっております。受講率が上

昇した要因としては、条件付きでありながら、半日受講を可能にし

たことやコロナ禍の影響で、各種研修会の中止やオンライン開催に

より、対面集合型研修の機会が減少したことなどが挙げられます。

また、一方で関係の皆様のご協力をいただきながら、当研修センタ

ーがＩＣＴ環境を始め、研修に係る環境整備に努めたこと、受講申

込の手続きや募集案内の改善を図ったことも、要因の１つとして押

さえております。 

  続いて、議案書 32 ページ、市町村別受講状況については、第 17

期と第 18 期の市町村別受講状況です。ここでの受講率は、受講定員

に対するものではなく、教職員総数に対しての数値を算出しており

ます。当センターでは、十勝管内の教職員の８割が３年に１度参加

するということを目標にして、受講者定員を定めておりますので、

各市町村とも最低でも 25％の受講率となるよう、働きかけを強くし

ていきたいと考えております。 

  今後におきましても、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の

対策をしっかりと行いながら、十勝管内の教職員の資質能力の向上

に資する研修施設として、その役目を果たしてまいりたいと存じま

す。そのためには、受講者、講師の方々のご意見や要望に耳を傾け

つつ、でき得る限りの運営及び研修環境の整備、改善を図りながら、

研修講座の充実に努めてまいります。説明は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第４、報告第２号、令和５年度帯広高等看護学院入学試験応

募状況についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

山本事務長  報告第２号、令和５年度帯広高等看護学院入学試験応募状況につ

きましてご報告いたします。議案書 35 ページをご覧ください。令和



 6 

５年度入学試験応募状況について、応募者の出身地別、出身高校別

にまとめた資料になります。資料の左側をご覧ください。出身地別

の応募状況になります。応募者内訳の出身地は全体 106 名のうち帯

広市内 52 名、49.1％、十勝管内町村 47 名、44.3％、その他７名、6.

6％となりました。次に右側をご覧下さい。高校別の集計となってお

ります。内訳ですが、帯広市内の高校 77 名、72.6％、十勝管内町村

の高校 22 名、20.8％、その他の高校が 7 名、6.6％となりました。 

  応募者数につきましては、推薦入試は令和５年度入学者選抜から

試行的に導入した指定校推薦が 16 名、公募推薦が 41 名、併せて 57

名となり昨年より 21 名の増となっています。社会人大卒等は 12 名

で昨年より 1 名の増となっています。一般入試は 37 名でと前年と同

数の応募状況となっています。令和５年度入学者選抜の応募者は、

推薦、社会人の応募者増により、全体では 106 名と昨年の 84 名から

22 名の増となっております。この後、指定校推薦について副学院長

からご説明させていただきます。 

土森副学院長  私の方から指定校推薦を導入した意図についてご説明させていた

だきます。主に２点の理由でスタートしておりますが、１つ目は、

十勝管内への就業と定着の促進でございます。十勝地域医療構想の

実現と地域包括ケアシステムを推進していく考え方の中で、うちの

学院でも昨年４月から新カリキュラムがスタートし、看護界の中で

も、看護者の養成では、さらに実践力を高めるところをめざし、で

きるだけ地域の多様な場で看護が提供できる人材育成ということで

動いております。本学院でも十勝地域の住民の方々のニーズに対応

できる看護実践者を養成したいという考え方でカリキュラムを新し

くスタートしております。ますます十勝管内への就業と定着を図り

たいという意図でスタートしたのが１点目です。 

  もう１つは、優秀な人材を確保したいという考え方です。今、４

年制の看護大学に進学する生徒が増えている状況と札幌圏への進学

志向で十勝から出ていく若者の状況があること、指定校推薦が道内

の看護師養成所の中でも約半数近くが既に導入されており、確実に

入学できるところを求め、指定校推薦のある十勝管外の養成機関に

受験をする状況も見受けられ、昨年の受験者が 84 名とぐっと減った

タイミングもあり、本学院でも指定校推薦を導入することで、看護

職を志す方が早く本学院を選択してくださる期待を持って進めたと

ころであります。 

  指定校の考え方については、本学院は 19 市町村で構成する組合立

の学校であることを踏まえ、十勝管内高校に広く指定校枠を持って

いただきたいという基本的な考えを持ちつつも、試行的実施という

ところでは、過去 10 年間の受験生の応募状況と入学実績及び卒業実

績を踏まえて、高校と人数枠を決めさせていただき、スタートしま
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した。今後につきましては、この後の受験生の受験の動向とか、指

定校推薦で実際に入学してきた生徒の入学後の学習状況や成績を踏

まえた上で、広げていく考え方を持ちながらも、学院の中の入学者

選抜委員会で協議し、進めていきたいと考えております。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

広瀬教育長  併せて今後のスケジュールも教えてください。 

土森副学院長  既に指定校推薦と公募推薦が終わっていますので、その段階で一

度評価し、今年の受験生の数と入学の実績で、来年どうするか決定

してはいるのですけれど、併せて、一般選抜が終わって合格発表し

ておりますので、実際 45 名の定員が固まるのが３月末近くになりま

す。その時点で全体の入学者選抜の評価をし、３月の年度末には次

年度の検討をし、４月から来年度入試をどのような形で進めるか決

定し、各高校に周知しながら、令和６年度の入試を進めていきたい

と考えております。 

広瀬教育長  最終的に合否の発表はいつですか。 

土森副学院長  一般の入学者選抜の合否の発表は１月 24 日に終えています。ただ、

これから大学の合否が決まり、人が動いていくため、２月の中旬に

私立の大学に行く生徒さんがいたり、３月の７、８、９日辺りで国

公立大学の合否が出ますので、そこで本学院を合格した生徒さんが

辞退したり、最終的には、入学者が決まるのは３月末近くになるの

ではないかという見込みです。 

広瀬教育長  定員より多めに取っているということですか。 

土森副学院長  はい、例年の受験生の状況を見ながら、当然辞退される生徒を見

込んで少し多めに合格者を発表して、補欠待機者という方を置かせ

ていただき、辞退が出たら、補欠の方が繰り上がり合格するという

形になります。 

荻原 委員  質問ではないのですが、応募状況を見た時に、令和４年度と令和

５年度に、22 名増えているということで、学院の皆さん、苦労して

生徒確保に努められた結果がこのようになったと思います。大変ご

苦労さまです。以上です。 

武田 委員  指定校推薦は今年からということで、指定校推薦で応募した生徒

は辞退することはあるのですか。 

土森副学院長  指定校推薦で本学院に来てくださる方は、本学院に入学したいと

いう明確な意思を思って、専願という形で高校の先生方との信頼関

係の中でも応募していただくので、辞退ということはあり得ないと

思います。 

武田 委員  ありがとうございます。 

菅原 委員  今、帯広市内にあるのは高等看護学院だけですけれど、今後、帯

広医師会や大谷短期大学が立ち上げようとしています。生徒の取り

合いになるのではないかと思いますが、今後どのように想定されて
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いますか。 

土森副学院長  おっしゃるとおりで、生徒さんの取り合いのような形になるので

はないかという危惧は持っております。逆に生徒側から見ると選択

肢が広がるということもあるので、推薦入試については、１つだけ

受けられる形になるので、推薦でここに行きたいという希望が叶わ

なかった生徒さんは、一般選抜を受ける形になります。今年の一般

選抜は、日にちがぶつかっていないので、生徒さんは４校全部受け

られる状況です。本学院の出来高がうまくいかなかったと思われる

生徒さんが合格発表を待つ前に、他の看護学校を決めて動くという

こともあります。どのようになるか、４校になって、釧路圏が今、

非常に生徒が集まらない状況で、18 歳人口の減もそうですが、コロ

ナ禍で一旦立ち消えていたところが大学志向が益々増えてきている

様子があるので、もしかしたら、奪い合いもあり、各校定員割れし

ても不思議ではないので、その辺も見通しながら、看護職を希望す

る生徒さんをどうやって増やしながらも、選抜していくところが現

状の課題だと考えております。 

菅原 委員  もう１点だけよろしいですか。学院に入学しただけでは目的が達

成されないわけで、看護師の合格率はどれくらいですか。 

土森副学院長  本学院は昨年１人不合格、その前の年も１人不合格、平成 25 年度

からはずっと全員合格の 100％できたのですけれど、その年によっ

ては１人２人不合格ということもあります。全国的な合格率は 96％

ぐらいなので、１人落ちた状況で 97％強の本学院の合格率は維持さ

れております。不合格になった学生は、次の年に再チャレンジして、

確実に合格して 100％となり、資格が取れなかった学生はおりませ

ん。 

広瀬教育長  卒業しても、学院でフォローもしているということですね。 

土森副学院長  昨年不合格になった卒業生が通ってきて、一緒に模擬試験を受け

るなど、個別の対応もびっちりしているので、次の年は確実に合格

できるように、私たちも必死で卒業生に向かいます。 

菅原 委員  ありがとうございます。 

広瀬教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第５、その他（１）に入ります。 

  事務局からその他説明事項はありますか。 

事 務 局  ございません。 

広瀬教育長  事務局からは特にないようですが、各委員から他にご意見、ご質

問等があれば、お受けいたします。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、ここで会議の進め方について、お諮りいたします。 

  日程第６の案件につきましては、十勝圏複合事務組合教育委員会

運営に関する規則第５条の規定により準用する帯広市教育委員会会
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議規則第 16 条第１項第３号により、日程第７の案件については、同

項第５号により、それぞれ非公開にしたいと存じます。 

  これにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、そのとおり取り扱いいたします。 

  これより会議を非公開といたします。 

  日程第６、議案第２号、令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計

歳入歳出予算についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

服部 部長  議案第２号、令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予

算のうち、教育委員会に係る部分につきましてご説明いたします。

議案書の 19 ページをご覧ください。本案は地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、議会の議決を経るべき事

件の議案について、教育委員会の意見を述べようとするものであり

ます。令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予算のうち、

十勝教育研修センターと帯広高等看護学院に係る教育委員会関係の

うち、はじめに私から教育委員会全体と十勝教育研修センター関係

についてご説明いたします。議案書 21 ページをご覧ください。はじ

めに教育委員会全体の歳入歳出予算であります。令和５年度の教育

委員会総体の予算額は、歳入歳出ともに 2 億 5,548 万 8千円であり、

前年度予算比 215 万 5 千円の減となっております。 

  次に十勝教育研修センターに係る予算の主なものについてご説明

いたします。議案書は 22 ページです。はじめに主な歳入であります

が、分担金及び負担金のうち、教育費分担金につきましては、構成

市町村からの運営分担金ですが、予算額 3,020 万 2 千円で、前年度

比 99 万円の増となっております。内訳は事業費分として、予算額 2,

227 万 2 千円、共通経費分として、予算額 793 万円を計上しており

ます。事業費分については、前年度比 184 万 5 千円の増、共通経費

分については、85 万 5 千円の減となっております。次に繰越金につ

きましては、予算額 246 万 5 千円で、前年度比 111 万 9 千円の減と

なっております。この繰越金は施設修繕料の財源として計上したこ

とよるものであります。次に共通経費につきましては、組合職員に

係る人件費の共通経費分を負担しているもので、予算額 88 万 5 千円

で、前年度比 5 千円の増となっております。歳入については以上で

す。 

  次に主な歳出についてご説明いたします。教育研修センター費の

うち、研修センター総務費につきましては、研修センターの人件費

及び事務経費等に要する経費であり、予算額 932 万 2 千円で、前年

度比 10万 4千円の増となっております。主な増額理由でありますが、

職員報酬及び職員手当、雇用保険料等の増によるものです。次に研
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修センター管理費につきましては、研修センターの維持管理に要す

る経費であり、予算額 1,109 万 7 千円で、前年度比 69 万円の増とな

っております。主な増額理由でありますが、研修室用椅子の単価増

及び電気量料金の価格上昇によるものであります。また、施設修繕

として、給水加圧ポンプの更新と屋外散水栓の修繕料につきまして

は、繰越金を財源とし計上しております。繰越金を財源とする今後

の修繕計画につきましては、24 ページ、参考資料にも掲載しており

ます。次に共通経費につきましては、組合総務課に係わる事務経費

及び人件費等の共通経費を各施設で負担しているものでありますが、

予算額 881 万 5 千円、前年度比 85 万円の減となっております。この

結果、歳入、歳出ともに総額 3,391 万 2 千円となり、前年度比 7 万

8 千円の減となっております。以上、十勝教育研修センターに係わ

る令和５年度一般会計歳入歳出予算であります。 

  なお、十勝教育研修センターの繰越金の状況につきましては、25

ページに参考資料２として添付させていただきました。説明は以上

です。 

橋向 部長  引き続き、帯広高等看護学院に係わる予算についてご説明いたし

ます。はじめに歳入についてでありますが、分担金及び負担金のう

ち、看護学院施設運営分担金は構成市町村からの運営分担金であり

ますが、予算額 1 億 68 万 1 千円で、前年度比 18 万 5 千円の増とな

っております。内訳は事業費分として、予算額 9,275 万 1 千円、前

年度比 104 万円の増、共通経費分として、予算額 793 万円、前年度

比 85 万 5 千円の減となっております。 

  次に使用料及び手数料につきましては、予算額 2800 万 7 千円で、

前年度比 19 万 2 千円の増となっております。内訳といたしまして、

教育使用料は主に授業料になりますが、授業料改定による授業料の

増によるものです。なお、授業料増額分につきましては、教材の更

新等による学習環境の充実や学生支援を充実するための財源として

活用してまいります。次に繰越金につきましては、予算額 259 万 2

千円で、前年度比 533 万 3 千円の減となっております。この繰越金

は分担金の負担軽減を図るため、施設劣化度調査委託料の財源の一

部として計上しております。繰越金の減額理由につきましては、前

年度、計上しておりました、教員の産休・育休取得に伴う代替教員

の給与費充当分の減によるものです。次に諸収入のうち、雑入につ

きましては、予算額 8,936 万 9 千円で、前年度比 283 万 4 千円の増

となっております。主な増額理由は地方交付税措置額交付金の増に

よるものでありますが、運営費分の算定単価等の増に伴い 324 万 1

千円の増となったものです。次に共通経費につきましては、歳入・

歳出ともに、十勝教育研修センターと同じ内容かつ同額の計上とな

っております。 
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  次に歳出についてご説明いたします。教育費中、学院総務費は、

学院の維持管理に要する経費であり、予算額 5,461 万 3 千円で、前

年度比 515 万円の増となっております。主な増額理由でありますけ

れど、今後の施設改修整備に向けた施設劣化度調査分析業務委託料

と更新時期経過に伴う受変電設備改修修繕料の計上による、委託料

及び修繕料の増のほか、電気料単価、燃料単価の増に伴う光熱水費、

燃料費の増額によるものです。 

  次に教育振興費につきましては、教育に要する経費で、予算 2,86

4 万 5 千円で、前年度比 896 万 6 千円の減となっております。主な

減額理由でありますが、新カリキュラムへ移行するため、学内実習

に必要な教材を今年度に集中的に購入しており、次年度の備品購入

費が 6,981 千円減になったほか、実習病院への学生送迎バス借上げ

料の見直しにより、使用料及び賃借料が 353 万 1 千円の減になった

ことなどによるものです。なお、報酬につきましては、母性看護学 

担当教員の育児休業、育児時間の取得に対応するため、母性看護学

に係る実習指導教員の勤務時間の拡充に加え、短時間勤務の実習指

導教員１名を任用することにより、母性担当分が増になったほか、

実習指導教員の報酬単価の改定により 73万 7千円の増となっており

ます。また、学生支援の充実を図るため、新年度より学生のメンタ

ルヘルス等のきめ細かな相談体制を整備するため、専門家による学

生カウンセリングの費用として 12 万円を計上しています。 

  次に職員費中、職員給与費につきましては、事務職員及び教員の

給料等に要する経費であり、予算額 1 億 2,128 万 3 千円で、前年度

比 249 万円の増となっております。主な増額の理由ですが、保険の

率改定に伴う共済負担金の増によるものです。なお、昨年６月から

産休、育休を取得している教員の代替教員として、本年７月 20 日ま

での任期で、任期付き教員１名を配置しております。今後、令和５

年度と令和６年度の各年度に１名ずつ、専任教員講習会へ教員の長

期研修派遣を予定しておりますことから、年間を通した担任業務や

学生指導の継続性を確保する必要があるため、派遣が終了する令和

６年度末までの期間、任期付き教員の配置を延長し対応するもので

あります。このため、令和５年度予算につきましては、業務の継続

性を考慮し、一定程度の知識・経験のある教員を年度末まで任用す

る経費として、給料等約 830 万円を見込み、予算計上しております。

この結果、歳入、歳出ともに総額は 2 億 2,157 万 6 千円となり、前

年度比 207 万 7 千円の減となっております。以上、帯広高等看護学

院に係る令和５年度一般会計歳入歳出予算であります。 

  なお、帯広高等看護学院の繰越金の状況につきましては、26 ペー

ジに参考資料３として添付させていただきました。後ほど、ご参照

いただければと思います。説明は以上です。 
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広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

荻原 委員  最後にご説明いただいた 25 ページ、26 ページの繰越金の状況に

ついては、これをきちんと押さえておかないと、今の予算の内訳が

見えてこないと思います。この繰越金の取り扱いについては、固ま

ったもので、常に残しておき、今後も扱っていくことになるのでし

ょうか。要するに、決算で繰越金が出てきますよね、その繰越金は

今まで説明していただいた内訳書には出てこないですよね。この辺

の取り扱いについては、今後も変わらず、このような形で取りまと

めていくということでよろしいですか。 

服部 部長  予算未計上部分については、決算でしか出てこないものですから、

今抱えております繰越分につきましては、未計上分、さらには前の

ページにあります修繕計画、その繰越金の使途目的、さらには各市

町村に返還するという考え方を総合的にわかるよう、フロー図につ

きましては、毎年用意させていただくものと考えております。 

荻原 委員  繰越金で出た大きな額は、ある意味基金的に取っておき、修繕が

出た時にそこから通常会計に持ってくるというやり方はこれからも

変わらないということですね。 

服部 部長  原則原理から言いますと、余ったお金は構成市町村に返すのが筋

と思いますけれど、各施設は 30 年以上経過している関係から、これ

までの説明経過も踏まえ、修繕計画を立てさせていただいたところ

です。そういった部分を処理する中で、余った部分については、返

せるものは返させていただくという基本のもと、やらせていただく

のが筋と考えております。 

荻原 委員  ありがとうございます。 

広瀬教育長  他になければ、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第２号、令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予

算については、原案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、議案第２号は了承されました。 

  日程第７、その他（２）に入ります。 

  その他（２）高等看護学院における個別施設計画（長寿命化）策

定に向けた今後の対応についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

橋向 部長  個別施設計画(長寿命化)策定に向けた劣化度調査分析業務の実施

についてご説明させていただきます。議案書 37 ページをお開きくだ

さい。はじめに１．令和５年度の実施事業につきましては、施設劣

化度調査分析業務の委託と個別施設計画の策定を予定しています。

２．施設劣化度調査分析業務についてでありますが、（１）の目的と

して、本学院施設の現地調査による劣化診断・評価等を行い、当該
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結果を踏まえた個別施設計画の策定と施設改修整備を行うこととし

ており、（２）の業務内容として、施設の劣化調査、施設改修資料の

作成、劣化評価表の作成等を予定しております。（３）として、この

調査結果を踏まえつつ、令和６年度以降に実施する修繕の箇所・方

法・実施年次の整理と予算額の精査等を行い、個別施設計画の策定

を行うおうとするものであります。 

  次に３.令和６年度から令和８年度実施事業については、令和８年

度までの期限となります長寿命化に係る起債事業を活用し、優先度

の高い修繕、更新箇所から整備を実施するほか、４の他の修繕につ

きましても、毎年の予算編成における検討・整理を経て、計画的に

実施していきます。 

  ５．その他関連経費としては、令和６年度から令和８年度に実施

する設計及び施工管理等に必要な業務担当員、監督員の配置などの

人件費及び需用費等の予算計上を想定しております。最後に今後の

個別施設計画策定までのスケジュールについてでありますが、記載

のとおり、組合予算の編成スケジュールに重ねつつ、施設劣化度調

査分析、個別施設計画の概要、素案提示、意見照会等を経て、来年

２月には必要な予算案とともに、個別施設計画（案）を提示させて

いただくこととしております。説明は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、質疑を終結いたします。 

  以上で本日の日程はすべて終わりました。 

  これをもちまして、令和５年第１回十勝圏複合事務組合教育委員

会会議を閉会いたします。 


